
07豊島区景観形成ガイドライン

（１）景観形成に取り組むにあたって

　

に
め
じ
は

　建築物、工作物の計画を行う際には、次の３つの点を確認し、景観形成基準に沿った計画・設
計を行ってください。

　建築物、工作物の計画に先立ち、豊島区景観計画第５章に記載してある地域別景観まちづ
くり方針を確認し、地域の特性や資源を理解した上で、計画を進めることが望まれます。

○計画地周辺の地域の特性などの理解

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

標目のりくづちま観景 ・
点視のりくづちま観景別域地 ・

豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P10～ 13

　建築物、工作物の計画を行う際には、計画地の一般地域の区分を確認し、区分に応じた景
観形成基準に沿った計画・設計を行ってください。計画地が複数の一般地域にまたがってい
る場合には、該当する一般地域の区分を確認しましょう。

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

・計画地の用途地域 豊島区都市計画図 行政情報コーナーで販売。
区のホームページの豊島区地図情報シ
ステムで住所等から用途地域を確認可
能。

・計画地の一般地域の区分 豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P8

○計画地の一般地域の区分を確認

　計画地が景観形成特別地区に該当する場合は、一般地域の区分に応じた景観形成基準に加
えて、景観形成特別地区の景観形成基準に沿った計画・設計とする必要があります。

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

該に区地別特成形観景、が地画計 ・
当するか

基成形観景、の区地別特成形観景 ・
準

豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P8で景観形成特別地区の範囲を
確認し、各該当地区の区域図で該当かど
うか確認。（神田川沿川→P34、六義園
周辺→P40、池袋駅東口駅前広場・グリー
ン大通り沿道→P44）

○計画地が景観形成特別地区に該当するか確認

第1章
はじめに
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第１章　はじめに

に法観景、つつし承継をみ組り取の例条成形ィテニメアたきでん組り取でまれこ、はで区島豊 ○
基づく制度へと移行し、区の景観特性を生かしたきめ細やかな景観づくりを推進するため、平
成28（2016）年３月に「豊島区景観計画」を策定しました。

を等針方本基や標目の成形観景、てけ向に成形の観景な好良いしら区島豊、はで画計観景区島豊 ○
。すまいてし示を」準基成形観景「ためとまをどな項事慮配の際う行を等築建、にもととす 示
計観景区島豊、はで）」ンイラドイガ本「、下以（」編物築建　ンイラドイガ成形観景区島豊「 ○

画に定める事項のうち、建築物・工作物・開発行為の景観形成基準について、建築等を行う際
のポイントや具体的な取り組みイメージなどを示しています。建築物や工作物の計画・設計に
あたって活用してください。

　■本ガイドラインと「豊島区景観計画」との関係

本ガイドラインは、「豊島区景観計画」の建築物・工作物に対する
「景観形成基準」の解説書です。

主な記載事項
豊島区景観計画

・ 豊島区景観条例に
基づく事前協議
・ 景観法に基づく行
為の届出

手引書
必要な書類や

手続きの流れを記載

豊島区景観形成
ガイドライン
景観形成基準を

ポイントやイメージで解説

建築物編
（本ガイドライン）
屋外広告物編

順次策定予定

景観まちづくりの目標
景観まちづくり方針
～豊島区全体～

景観まちづくり方針
～地域別～ 景観形成の基準

島豊、は際う行を等築建 ○
区景観計画を十分理解の
うえ、本ガイドラインを
活用して計画してくださ
い。

くづ基に例条観景区島豊 ○
事前協議にあたっては、
豊島区景観計画のほか、
本ガイドラインを活用し
て協議を行います。

解説・補足

１.　 景観形成ガイドライン屋外広告物編の位置づけと役割

豊島区では、区の特性を生かしたきめ細かな景観づくりを推進するため、これまで取り組んで来たアメ
ニティ形成条例の取組みを継承しつつ、景観法に基づく「豊島区景観計画」を平成28年3月に策定し
ました。
本ガイドラインは、豊島区景観計画の「７章　屋外広告物の表示等」に基づき、都市の景観に影響を
与える屋外広告物について、東京都屋外広告物条例や関係法令の規定による基準に加え、景観に配
慮すべき事項を示したものです。
豊島区では、東京都屋外広告物条例の許可申請の対象となる屋外広告物について、豊島区景観条例
に基づき、景観計画区域内（豊島区全域）の行為における事前協議を行っています。
また、東京都屋外広告物条例の許可申請の対象とならない屋外広告物等についても、本ガイドライン
の中で、地域の景観特性や、周囲との調和に配慮すべき事項を定めます。

　■本ガイドラインと「豊島区景観計画」との関係

○

○

○

○

主な記載事項

豊島区景観計画

豊島区景観形成
ガイドライン
屋外広告物編

（本ガイドライン）

景観まちづくりの目標

景観まちづくり方針 ～豊島区全体～

景観まちづくり方針 ～12地域別～

景観形成の基準

解説・補足屋外広告物の表示等

東京都屋外広告物条例

基
づ
く

配慮の工夫について
ポイントやイメージで解説
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２.　 対象となる屋外広告物

屋外広告物法では、「屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので
あって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、
又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」と定義しています。しかしながら、良好な景観を
形成するためには、屋外広告物の対象を広く捉える必要があります。

○

　■屋外広告物の種類

07豊島区景観形成ガイドライン　屋外広告物編

　

に
め
じ
は

屋外広告物

窓面（内側）利用広告･･･････････････････････････････････P19

広告塔（屋上）････････P14

広告塔（地上設置）････P16
広告板（屋上）････････P14
広告板（壁面）････････P14
大型ビジョン･･････････P14,18
広告板（突出広告）････P15
広告板（デジタルサイネージ）････P16,18

小型広告板（壁面）････P14
貼り紙・貼り札････････P17
広告旗････････････････P16
フラッグ（突出広告）････P15
立看板････････････････P16
置看板････････････････P16
車体利用広告（車体外面利用）･･P18
広告宣伝車････････････P18
広告幕････････････････P15
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アーチ････････････････P17
路面広告･･････････････P18
壁面投影広告･･････････P19
路面投影広告･･････････P19
空間投影広告･･････････P19
フラッグ（商店街街路灯利用）･･P17,34
電柱利用広告･･････････P17
広告板（バス停上屋）･･P34
自動販売機広告････････P19
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屋外広告物に準ずるもの

図中の番号

図中の
番 号

屋外広告物
の 種 類

配慮事項・掲出
事例掲載ページ
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本ガイドラインは、「豊島区景観計画」の建築物・工作物に対する
「景観形成基準」の解説書です。

主な記載事項
豊島区景観計画

・ 豊島区景観条例に
基づく事前協議
・ 景観法に基づく行
為の届出

手引書
必要な書類や

手続きの流れを記載

豊島区景観形成
ガイドライン
景観形成基準を

ポイントやイメージで解説

建築物編
（本ガイドライン）
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順次策定予定

景観まちづくりの目標
景観まちづくり方針
～豊島区全体～

景観まちづくり方針
～地域別～ 景観形成の基準

島豊、は際う行を等築建 ○
区景観計画を十分理解の
うえ、本ガイドラインを
活用して計画してくださ
い。

くづ基に例条観景区島豊 ○
事前協議にあたっては、
豊島区景観計画のほか、
本ガイドラインを活用し
て協議を行います。

解説・補足

３.　 屋外広告物の掲出にかかる手続き
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区では、東京都屋外広告物条例の許可手続きとは別に、豊島区景観条例に基づく景観計画区域内に
おける屋外広告物の設置に当たっての事前協議を実施し、景観計画に基づく景観形成への配慮や工
夫などの相談・指導に取り組んでいます。広告物の表示・設置後は、完了報告を実施します。
建築等の景観事前協議の際、屋外広告物の計画がある場合には、できる限り同時に事前協議します。

○

○

第１章　はじめに

　■屋外広告物の掲出までの流れ

屋外広告物の企画・計画

事前相談

景観事前協議

●高さが４ｍを超える場合
⇒工作物の確認申請
●道路に突き出している場合
⇒道路占用の許可（道路法）
⇒道路使用の許可（道路交通法）
●地区計画等の都市計画区域内の場合
⇒別途規制がある場合あり（都市計画法）

東京都屋外広告物条例の許可申請

行為の着手等

完了報告

建築物等の
景観事前協議

できる限り
同時に協議

豊島区景観計画で示した基本的な考え方、制限・配慮事項、
条例、本ガイドラインへの適合状況を確認
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